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https://www.pref.miyagi.jp/site/shisetsuseibi/ 
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E mail syoufuku-syouene_ict@pref.miyagi.lg.jp 
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1,180,109,615 112.8

18,240 106.7

256 105.8

13 3 ↑

16,507 104.6

233 105.0

2



17,247

19,000 1,753

21,000 2,000

23,000 2,000

3

2 3 4 5

40,000 45,000 8 3.2% 9 3.5% 10 3.7% 11 3.9%

25,000

40,000
40,000 26 10.6% 29 11.2% 32 11.9% 35 12.5%

17,000

25,000
25,000 36 14.6% 52 20.2% 80 29.7% 113 40.2%

D
12,500

17,000
17,000 54 22.0% 69 26.7% 79 29.4% 87 31.0%

E 12,500 12,500 122 49.6% 99 38.4% 68 25.3% 35 12.4%

246 258 269 281 



4
URL https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/koutinkozyo.html
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　子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に参加できる地域活動です。手話を学ぶだけでなく、耳
が聞こえない・聞こえにくい人たちといっしょにイベントなどを楽しむこともできます。聞こえる
人と聞こえない人の垣根を取り除く活動を通じて、お互いの理解と交流を深めています。
　県内の活動状況については、以下Webサイトより御覧ください。
　みみサポみやぎホームページ「手話サークル・要約筆記サークル」

http://www.mimisuppo-miyagi.org/circle.html#circle

手話サークル

　手話をはじめて学ぶ人が、日常生活
に必要な基本的な手話を習得すること
を目指す講座です。入門課程と基礎
課程があり、講座を修了すると「手話
奉仕員」として地域のボランティア活
動に参加することができます。

手話奉仕員養成講座

一般社団法人宮城県聴覚障害者協会
〒983-0836　宮城県仙台市宮城野区幸町4丁目6-2　宮城県障害者福祉センター内

↓「手話奉仕員養成講座」のお問い合わせ先
022-293-5531　　　　　022-293-5532　　　　　 miyarou@gmail.com

宮城県聴覚障害者情報センター（みみサポみやぎ）
〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町3丁目1-6　宮城県本町第3分庁舎1階

↓「手話通訳者養成講座」のお問い合わせ先
022-393-5501　　　　　022-393-5502　　　　　 
info@mimisuppo-miyagi.org

その他の当事者団体・関連団体
　以下Webサイトより御覧ください。みみサポみやぎホームページ「関係団体リンク」

http://www.mimisuppo-miyagi.org/link.html

当事者団体・関連団体

　手話奉仕員養成講座を修了した人が対象となる講
座です。手話通訳者とは、専門的な知識や技術を習
得し、耳が聞こえない・聞こえにくい人の社会参加
をあらゆる面でサポートする役割や責務を担う専門職
です。多くの研修を受け、試験にも合格する必要が
ありますが、大きな意義とやりがいのある仕事です。

手話通訳者養成講座

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

FAX電　話
でん わ

所在地
ざいしょ ち

FAX

URL

電　話
でん わ

所在地
ざいしょ ち

禁無断転載ⓒ東京法規出版
SG030200ー17000ーX14

～手話を学びたい人は～～手話を学びたい人は～
　県内の当事者団体・関連団体では「手話を学びたい」という人のために、目的に応
じたサークルや講座を開設しています。多くの人と交流を深めるために、またボラン
ティアや仕事として活用するために、積極的にご参加ください。

手話でつながる手話でつながる手話でつながる手話でつながる
手話で手話で手話で手話で 伝える、伝える、伝える、伝える、

～目で見て話すひとつの「言語」です～

　耳の聞こえる人が音声を使って会話をする日本語や英語と同じように、手話は手指や体
の動き、表情など視覚を使って会話をするひとつの「言語」で、法律上でも認められていま
す。耳が聞こえない・聞こえにくい人にかぎらず、すべての人が手話に興味をもち、日常
生活のなかで使えるようになれば、コミュニケーションの輪は大きく広がります。地域ぐる
みで手話を活用し、豊かな共生社会をつくりましょう。

手話とは？

ご存じですか「宮城県手話言語条例」

ひとしゅ わ まな ひとしゅ わ まな

宮　城　県

しゅ わ

しゅ わしゅ わ つうほう やくし しゃいん ようよう せいせい こうこう ざざ

とう じ しゃ だん たい かん れん だん たい

しゅ わ

しゅ つたわ

ぞん みや ぎ けん しゅ わ げん ご じょう れい

しゅ わ
め み はな げん ご

URL

E-mail

E-mail

けん しゅ わ まな ひと もく てき おう

こう ざ かい せつ おお ひと こうりゅう ふか

し ごと ようかつ かさんきょくてきせっ

こ

たの

ね かいたが ふか

とし よ だれ き がる さん か ち いき わしゅ まな みみ

き き ひと

かき

き

ひと き ひと と のぞ つうどうかつ り りゅうこう

しゅ わ まな ひと ひとにちじょうせいかつ

ひつ

ぱん しゃ だん ほう じん みや ぎ けんちょうかくしょうがい しゃきょうかい

みや ぎ けん せん

しゅ わ ほう し いん よう せい こう ざ と あ さき

だい し みや ぎ の く さいわいちょう みや ぎ けんしょうがい しゃ ふく し ないちょう め

みや ぎ けん せん

しゅ わ つう やくしゃ よう せい こう ざ と あ さき

だい し あお ほんば ちょうく みや ぎ けん ちょうほん だい しゃ かいぶんちょうちょう め

ごかい らん かん けい だんたい

いっ

みや ぎ けんちょうかくしょうがい しゃじょうほう

た とう じ しゃ だん たい かん れん だん たい

よう しゅうてきほんき とくしゅ わ

め ざ こう ざ にゅうもん か てい き そ

か てい こう ざ しゅうりょう しゅ わ

ほう し かついん ち いき

どう さん か

しゅ わ ほう し いん よう せい こう ざ しゅう こうりょう たいしょう

しゅ わ つう やく しゃ ち しき ぎ じゅつ しゅうせん もん てきざ

とく みみ き き ひと しゃ かい さん か

めん やく わり せき む にな せん もんしょく

おお けんしゅう う し けん ごう かく ひつ よう

おお い ぎ し ごと

みみ き ひと おんせい かい わ ご おなに ほん えい ご からだしゅ ししゅ わつか

うご ひょうじょう し かく かい わ げん ご ほうりつじょう みとつか

みみ き き ひとひと しゅ わ きょう み にちじょう

せいかつ つか わ おお ひろ ち いき

しゅ わ かつよう きょうせいゆた しゃかい

みや ぎ けん

ない とう じ しゃ だん たい だん たいかん れん

かつ どう

ごかい らんかつ どう じょうきょう

わしゅ やくよう きひっ

けん ない

わかるわかる
こんにちはこんにちは ありがとうありがとう うれしいうれしい

手話手話
しゅしゅ わわ

2012500dw
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「手話は言語」みんなが理解と協力を「手話は言語」みんなが理解と協力を 地域住民の役割
　わたしたち住民は、手話への理解とともに、耳
が聞こえない・聞こえにくい人に対して行われる
行政のさまざまな施策や、事業者の配慮に積極的
に協力します。

　会社やお店などの事業者は、手話への理解とと
もに、耳が聞こえない・聞こえにくい客へのサービ
スや従業員への配慮などを推進します。必要に応じ
て手話通訳者の派遣を依頼します。

事業者の役割

　宮城県手話言語条例は、「手話は言語」であることをみんなが理解した上で、
地域が一体となって手話を使いやすい環境をつくり、耳が聞こえない・聞こえ
にくい人も、そうでない人も、お互いの人格と個性を尊重し合える社会の実現
をめざす条例です。

　施設や店舗の受付などで、耳が聞こえな
い・聞こえにくい顧客に対して、手話をはじ
めとして、筆談など音声とは違う方法で会話
ができるような準備や工夫をしましょう。

　耳が聞こえない・聞こえにくい従業員が職
場に適応できるよう、ほかの従業員が簡単な
手話を覚えたり、筆談や絵・図などを利用し
たりして円滑な意思疎通をはかりましょう。

宮城県の役割
みや ぎ やく わりけん

　県では、手話への理解を促進し、手話の普及と、誰も
が手話を使いやすい環境を整えるために、さまざまな施
策を推進します。

たとえば…

たとえば…

たとえば…

音声以外による顧客対応 働きやすい環境づくり

2 3

しゅ わしゅ わ げん ごげん ご り かいり かい きょうりょくきょうりょく

しゅ わ げん ご じょうれい しゅ わ げん ご り かい うえ

ち いき いっ たい しゅ わ つか かんきょう みみ き き

ひと ひと たが じん かく こ せい そんちょう あ しゃ かい じつ げん

じょうれい

　地域住民や行政機関の職員などが気軽
に、また個々の目的に応じて手話を学習で
きるサークルや講座などを開設します（裏
表紙参照）。

　地域住民への普及啓発や、耳が聞こえな
い・聞こえにくい人に向けた行政情報、災
害情報などを、ホームページなどで手話を
用いて情報発信します。

手話による情報発信手話を学ぶ機会の確保

　まずは、手話に興味をもちましょう。地
域の手話講座に参加し、ふれ合い、共に考
え、学びましょう！豊かな共生社会は合理
的な配慮による助け合いのなかから生まれ
ます。

助け合いでつくる共生社会
しゅ わ り かい そく しん しゅ わ ふ きゅう だれ

しゅ わ つか かんきょう ととの し

さく すい しん

ち いき じゅう みん やく わり

じゅうみん しゅ わ みみり かい

きき ひと たい おこな

ぎょうせい

きょうりょく

し さく じ ぎょうしゃ はい りょ せっきょくてき

じ やくぎょう しゃ

かい しゃ みせ じ ぎょうしゃ しゅ わ り かい

みみ き きゃくき

じゅうぎょういん はい りょ すい しん

ち いきじゅうみん ぎょうせい き かん しょくいん き がる

こ こ もく てき おう しゅ わ がくしゅう

こう ざ かい せつ うら

びょう し さんしょう

しゅ わ

ち いきじゅうみん みみ きふ きゅうけい はつ

き ひと む ぎょうせいじょうほう さい

がいじょうほう しゅ わ

もち じょうほう はっしん

しゅ わ じょうほう はっしん

手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣
しゅ わ つうやくしゃ ようようやくひっき しゃ

まな き かい かく ほ

しゅ わ ちきょう み

いき しゅ わ こう ざ あ とも かんがさん か

まな ゆた きょうせい しゃ かい ごう り

てき はい りょ たす あ う

たす あ きょうせい しゃ かい

し せつ てん ぽ みみうけつけ き

き こ きゃく たい しゅ わ

ひつ だん おん せい ほうちが ほう かい わ

じゅん び く ふう

みみ き き じゅうぎょういん しょく

ば てきおう じゅうぎょういん かんたん

しゅ わ おぼ ひつだん り ようえ ず

えんかつ い し そ つう

きょうかんはたらおん せい い がい こ きゃくたい おう

ひつ よう おう

しゅ わ つう やく しゃ は けん い らい

学校教育での手話の普及
がっこうきょういく しゅ わ ふ きゅう

　耳が聞こえない・聞こえにくい幼児・児
童・生徒が通う学校教職員の手話技術向
上や、幼児・児童・生徒や保護者が手話
を学ぶ機会の提供を推進します。また、他
の幼児・児童・生徒との交流の機会の充
実に努めます。

みみ き じ

どう かよ

よう

がっ こう きょうしょくいん しゅ わ ぎ じゅつこう

じょう じ どう ほ ご しゃ しゅ わ

きまな かい ていきょう すい しん ほか

じ どう せい と こうりゅう き かい じゅう

じつ つと

よう じ

じ

せい と

よう じ せい と

せい

そう さい

しゅ

　県内の市町村では、医療機関の受診、就
職面接、冠婚葬祭など社会生活上必要と認
められる場合、手話通訳者や要約筆記者を
派遣しています。

い じゅ しん しゅう

しょくめん せつ かん こん

りょう き かん

しゃ かいせいかつじょうひつ よう みと

ば あい わ つう やく しゃ

は けん

よう やく ひっ き しゃ

けん ない しちょうそん

　県では、手話通訳者や要約筆記者となる
支援員を養成するための研修を開催してい
ます。

しゅ わ つう やく しゃ よう やく ひっ き しゃけん

し えん いん よう せい けんしゅう かい さい

けん

みや ぎ けん

き

は けん

わり



手話を覚えよう手話を覚えよう
　手話と親しむために身近なものから覚えて積極的に使ってみましょう。日常
生活で何気なくしている自然な動作が、手話に似ている場合もあります。ま
た、手話以外に役立つコミュニケーション方法も知っておきましょう。

よく理解して正しくサポートをよく理解して正しくサポートを

4 5

接し方の
ポイント

せっ かた

　駅や商業施設などで事故等の放送による
案内が聞こえないので、いないと思われた
り、必要な情報が得られなかったりします。

音による情報に気がつかない

　自転車のベルや自動車のクラクションな
どが聞こえず、路上で危険な目にあうこと
があります。また、災害時などの状況判断
が遅れることがあります。

周囲の状況がわからない

　外見からはわかりにくいので、視線の合
わない場所から声をかけられて気づかな
かったとき、「無視された」と誤解されるこ
となどがあります。

外見では気づいてもらえない

　複数の人が同時に話すと、相手の口の動
きや表情が見えず、話の内容が理解できな
くなることがあります。また、自分の思い
も伝えられないことがあります。

複数での会話が難しい

　耳が聞こえない・聞こえにくい人すべてが手話を使えるとはかぎりません。ど
のくらい聞こえるかも人によってさまざまです。「聞こえない？」と思ったら、その
人の状態にあわせ、手話だけでなく、残っている聴力、口の動きや表情などス
ムーズなコミュニケーションに役立つ手がかりを見つけることが大切です。

こんなことで困っています
こま

人差し指と中指を立
て、額にあてる。
（「昼」を表現）

両手の人差し指を向
かい合わせて曲げる。
（「あいさつ」を表現）

1 2

こんにちはこんにちは

左手の甲に右手を乗
せて上に上げる。
（力士の手刀と同様）

頭はおじぎをするよう
に軽く下げる。

1 2

ごめんなさいごめんなさいありがとうありがとう

親指と人差し指で眉間
をつまむ。

手を開き、指をそろえ
て下へおろしながら頭
を下げる。

1 2

　耳が聞こえない・聞こえにくい人は、普段どんなことに困っているのでしょ
うか。何に困っているのかを知って、正しいサポートにつなげましょう。ちょっ
とした「気づき」や「心配り」がコミュニケーションを円滑にします。

みみ き き ひと ふ だん こま

なに こま し ただ

き

しゅ わ した おぼ つかせっきょくてきみ ぢか にちじょう

せい かつ なに げ し ぜん どう さ しゅ わ に ば あい

しゅ わ い がい やく だ しほう ほうこころくば えん かつ

りり かいかい ただただ しゅしゅ わわ おぼおぼ

えき しょうぎょう し せつ ほう そう

あんない き おも

ひつ よう じょうほう え

おと じょうほう き

がいけん あし せん

ば しょ こえ き

む し ご かい

きけんがい

じ てん しゃ じ どう しゃ

き ろ じょう めき けん

さい がい じ じょうきょうはん だん

おく

きょうじょういしゅう

ふくすう くち うごひと どう じ あい てはな

ひょうじょう み はなし ない よう り かい

じ ぶん おも

つた

むずかわかいすうふく

きみみ き ひと しゅ わ つか

き ひと き おも

ひと じょうたい しゅ わ ちょうりょくのこ くち うご ひょうじょう

やく だ みて たいせつ

ゆびなかゆびさひと た

ひたい

ひる

てひだり のてみぎこう

うえ あ

あたま けんみゆびさひとゆびおや

さかる

ようどうがたなてしりき

ひら ゆびて

した あたま

さ

ひょうげん

りょう て ゆび むひと さ

あ ま

ひょうげん

右手のこぶしを鼻にあ
てる。
（「よい」を表現）

手を開き、頭を下げ
ながら手を前に出す。
（「お願い」を表現）

21

よろしくお願いしますよろしくお願いします
ねがねが

ねが

はなてみぎ

ひょうげん

さあたまひらて

だまえて

ひょうげん

手話
しゅしゅ わわ

じ こ など

宮城
みやみや ぎぎ

両手を斜めに立て、指
を伸ばしたまま組み合
わせる。

両手の人差し指を向
かい合わせて曲げる。

1 2

てりょう ゆびたなな

の あく

りょう て ゆび むひと さ

あ ま
上下に並べた両手の手のひらを交互に回す。

りょう てじょうげ なら て こう ご まわ



　耳が聞こえない・聞こえにくい人と会話をするときは、話の内容をこまめ
に確認しながら進めましょう。手話などコミュニケーション方法の技術の習
得と共に大切なのは、「相手に伝えようとする気持ち」と「相手が伝えたいこ
とをわかろうとする気持ち」です。

6 7

右手の手のひらで、
胸のあたりをトントン
と軽くたたく。

右手の指先で、胸の
下から肩のあたりを2
回くらいかき上げる。

右手の親指と人差し
指で、右頬を軽くつ
ねるようにする。

できない
・難しい

右手の親指以外の
4 本の指の先を、左
胸から右 胸 の 順に
あてる。

※ここで紹介している手話と違う表現もあります。

このマークをご存じですかこのマークをご存じですか
ぞん

　「手話で対応をお願い
します」「手話で対応しま
す」等を示すマークです。

手話マーク
　聴覚障がいがあることから運転免許
に条件がある人の車に表示するマーク
です。周囲の運転者は配慮しましょう。

聴覚障がい者標識
しゅ わ ちょうかくしょう しゃひょうしき

　補聴器などを使えば少しは聞こえる人とは
音声による会話もできますが、大声を出す
と逆に聞きづらくなることがあります。はっ
きり口を動かしながら、1文字ごとに区切る
のではなく、例えば、「雨が降っています」は
「雨が」「降っています」と、ゆっくりと話すよ
うにしましょう。

口話

筆談 空書

　たとえば、図やイラストを描いたり、ジェ
スチャー（身振り）をしたりして、こちらが伝
えたいことを表現するのも有効な方法です。
必要に応じてさまざまな方法を組み合わせ
てみましょう。

その他

手話以外のコミュニケーション

わかる わからない

できる

　ノートやメモ帳などに文章を書きながら会
話をしましょう。読み書きが苦手な人もいる
ので、あいまいな表現や、まわりくどい表現
はさけて、短くわかりやすい文章を書くよう
にしましょう。

　空間に指で大きくゆっくりと、なるべく画数
が少なく、わかりやすい文字を書くように心
がけてコミュニケーションをとりましょう。同じ
ように、テーブルの上や手のひらなどに書く
方法もあります。

くう      しょひつ     だん

こう      わ た

親指と人差し指の先を
つけて目の下にあて、
涙を流すように少し左
右にゆらして下げる。

わん曲させた両手を折
り曲げて、親指以外の
指の指先を胸に向け、
交互に上下に動かす。

うれしい
・楽しい

悲しい
かなかな

たのたの

むずかむずか

さきゆびさひとゆびおやきょく りょう て お

め したま おや ゆび い がい

さすこながなみだむむねさきゆびゆび

ゆう さこう ご じょう げ うご

みぎ て て みぎ て ゆび さき むね

さひとゆびおやてみぎ

むね かたした

かるほほみぎゆび

かる かい あ

みぎ て おや ゆび い がい

ひだりさきゆびほん

じゅんむねみぎむね

しょうかい しゅ わ ひょうげんちが

がいいわしゅ

みみ き き ひと かい わ ない ようはなし

かくにん しゅ わ ほう ほう しゅうぎ じゅつすす

ともとく たい せつ あい て つた あい てき も つた

き も

会話の
ポイント

かい わ

おうたいわしゅ ねが

しゅ わ たい おう

など しめ

ちょうかくしょう うんてんめんきょ

じょうけん ひと くるま ひょう じ

しゅうい うんてんしゃ はいりょ

すうかくかん ゆび おおくうちょう ぶんしょう か かい

ほ ちょう き つか すこ き ひと ず か

も じ か こころすくわ よ か にが て ひと

せいおん ごえおおかい わ だ み ぶ つた

おなひょうげん ひょうげん

ぎゃく き ひょうげん ゆう こう ほう ほう

うえ て かみじか ぶんしょう か

くち うご も じ く ぎ ひつ よう おう ほう ほう く あ

ほう ほう

たと あめ ふ

あめ ふ はな

折り曲げた右手（も
しくは両手）の指先
で、胸を2回くらい
たたく。

両手を握り、走って
逃げるように交互に
すばやく腕を振る。

逃げる危ない

みぎ て

りょう て

むね

ゆび さき りょう て にぎ はし

うで ふ

に こう

あぶ にに

まお

かい ご
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9



l

l

l

l

l

l

10



l

l

l

l

11



12

l

l

l

n

https://www.pref.miyagi.jp/site/tan-kyuin/touroku.html

7 



 
1
 

 



 
2
 

 



 
3
 

 



 
4
 

 



- 1 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved

21



- 2 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/bouhanshishin.html



- 3 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved



- 4 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved

u

u

u

n

n



- 5 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved

•

•

•

•



- 6 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved

•

•

•

•

•

•



- 7 -Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2017. All Rights Reserved



犯罪のない
みやぎ安全・安心まちづくり
各種防犯指針

犯罪のない
みやぎ安全・安心まちづくり
各種防犯指針

　「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針」（以下「防犯指針」という。）は，「犯罪のない

みやぎ安全・安心まちづくり条例」に基づき，安全・安心まちづくりを進めるための具体的な指針とし

て，平成19年3月に策定されました。

　防犯指針の策定から10年以上が経過し，社会情勢も変化していることから，県で平成28年度に策

定した「安全・安心まちづくり基本計画（第3期）」及び「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライ

ン」を踏まえ，この度，防犯指針を改定しました。

　防犯指針は，基本的な5つの考えのもと，6つの指針から構成されています。

　防犯カメラの持つ犯罪の抑止効果に対する期待が高まって

いることから，防犯カメラのガイドラインを踏まえた内容を全体

を通して，追加しました。

　施設の管理者や県民の皆様が，自ら防犯体制上，注意すべき

点を確認できるよう，各指針ごとに具体的な確認項目をまとめ

たチェック表を作成しました。　

（１）大規模小売店舗等に関する指針

　平成19年の策定時から，宮城県内にも大規模小売店舗等が増加したことから新たに追加しました。

（２）社会福祉施設等に関する指針

　平成28年7月に発生しました，神奈川県相模原市の社会福祉施設において多数の入所者が殺傷

される事件を受けて，新たに追加しました。

児童等の安全の確保のための指針

道路等に関する指針

住宅等に関する指針

深夜商業施設等に関する指針

大規模小売店舗等に関する指針

社会福祉施設等に関する指針

児童等の安全の確保のための指針

道路等に関する指針

住宅等に関する指針

深夜商業施設等に関する指針

大規模小売店舗等に関する指針

社会福祉施設等に関する指針

1 照度・見通しの確保

2 犯罪被害対象への犯罪企図者

　 の接近の防止

3 犯罪被害対象の防犯能力

　 の向上

4 地域住民等の連携の強化

5 防犯設備の効果的な活用

基本的な５つの考え方基本的な５つの考え方

新たに2つの指針を追加

防犯カメラに関する記載を追加・修正

各指針ごとの「チェック票」を作成

1

2

33

改定の
ポイント

平成29年度

改定版

改定の
ポイント

道路・公園・駐車場等

その他

必要な照度を確保するとともに，見通しをよくする。

子ども110番の家等非常時の避難場所や通報場所を確保する。

宮城県環境生活部共同参画社会推進課

安全・安心まちづくり推進班

〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

TEL：022-211-2567  FAX：022-211-2392

H P：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/anzenplan.html

（平成30年3月発行）

具体的な内容については,

下記HPでご確認ください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
kyosha/bouhanshishin.html

児童等の安全の確保のための指針

道路等に関する指針

設備（ハード）

人（ソフト）

利用者の安全を守るための防犯設備を整備する。

防犯マニュアルの整備や防犯訓練の実施等，防犯意識を高める。

設備（ハード）

人（ソフト）

特にATMやカウンター等現金がある場所に留意し，防犯力を高める。

安全対策の責任者を置き，定期的な巡回や従業員への防犯指導を行う。

設備（ハード）

人（ソフト）　

特にATMやカウンター等現金がある場所に留意し，防犯力を高める。

安全対策の責任者を置き，定期的な巡回や従業員への防犯指導を行う。　　　　　

共同住宅

一戸建て住宅

共用部分：管理人の設置や防犯カメラ等で防犯力を高める。

専用部分：鍵やインターホンの機能を高め，防犯力を高める。

住戸部分：防犯性の高い鍵や窓ガラスにする。

敷地内：見通しのよい柵にする（2階への侵入経路にならないよう注意）。

道路等に関する指針

住宅等に関する指針

深夜商業施設等に関する指針

大規模小売店舗等に関する指針

社会福祉施設等に関する指針

学校の安全対策

通学路の安全対策

被害防止教育の推進

不審者の侵入防止対策や地域住民との連携を行う。

危険な場所を把握・周知し，登下校時の見守り活動を行う。

子ども自身の防犯力を高める教育や訓練を行う。

　（「チェック票」も確認できます）
⬅宮城　防犯指針 検 索

児童児童等の等の安全安全の確の確保の保のための指の指針針

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり

各種防犯指針　各論（一部抜粋）



犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針

児童等の安全の確保のための指針

道路等に関する指針

住宅等に関する指針

深夜商業施設等に関する指針

大規模小売店舗等に関する指針

社会福祉施設等に関する指針

総則

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
kyosha/bouhankamera.html

「入りにくく，見えやすい」環境づくり

多様な主体との連携

⬅宮城　防犯カメラ 検 索

冊子の最後に添付されている「チェック票」を活用して，

危ない個所をチェックします。

チェック票で充分でない項目については，チェック票の確認項目欄に

記載されているページを確認し，防犯対策を講じます。
　定期的に「チェック票」を活用した安全対策が維持されているか確

認するとともに，実際に防犯訓練を実施する等，防犯力を高めます。

　様々な場所・シチュエーションにおいて，犯罪から身を守るため

に共通して効果的な対策をまとめました。

　詳細については，最終ページ記載ＨＰから冊子版をご覧ください。

　犯罪の起きやすい環境に着目し，犯罪を誘発する要因を除去することで，

「犯罪が起きにくい環境づくり」を目指します。

　犯罪者は，「誰かに見られないか」

「仮に見つかった場合に逃げる場所が

あるか」といったことを考えながら犯罪

を行います。

　そのため，見えにくい場所や入りや

すい場所（つまり逃げやすい場所）を

犯罪者は好む傾向がありますので，そ

の逆である「入りにくく，見えやすい」

場所が多いまちづくりを目指します。

　なお，物理的な見えやすさだけでな

く，「地域活動が盛んにおこなわれてい

る」等心理的に目が行き届いているこ

とも犯罪の抑止につながります。

　犯罪者は「誰かに見られているか

もしれない」と思うと犯罪を思いとど

まります。

●夜間でも人の行動を視認できるよ

　う防犯灯を設置。

●街路樹は見通しがきくよう，低木

　か，樹冠の高い木に。

●ブロック塀より、見通しのよい柵の

　方が効果的。

　犯罪被害にあわないよう人や物の防犯力を向上させます。

●夜間でも人の行動を視認できるよう防犯灯を設置。

●日頃から防犯の意識を高めるため，被害防止教育等を行う。

　（特に子ども・女性・高齢者・外国人等

　配慮が必要な方に対して実施）

●「車にイモビライザー（電子的なキー

　の照合システム）をつける」，「窓ガラ

　スに防犯フィルムを貼る」，「玄関に補

　助錠をつける」等，防犯性を高める。

　防犯カメラや防犯灯，防犯警報設備等を

効果的に活用し，犯罪の未然防止に努めま

しょう。

※防犯設備（ハード面）を効果的に活用する

　ためには，人的な防犯活動（ソフト面）の充

　実が不可欠です！　　

※防犯カメラにつきましては，「防犯カメラの

　設置及び運用に関するガイドライン」をご参照ください。

　犯罪を起こそうとしている人が、物理的

に近づけないようにすれば、自ずと犯罪被

害にあう確率が減少します。

●ガードレール等を設置し、バイク等によ

　るひったくりが近づけないようにする。

●駐車場等柵等で周囲を区分する。

　地域住民たちが「自分たちのまち」であるという意識を持ってコミュ

ニティを形成し，連帯感が醸成されることで，犯罪を起こそうとする人

に「不審な行動をすれば目立ってしまう」と思わせます。

●防犯活動だけでなく，清掃活動

　等も行う。

●ゴミや落書き放置されていると

　犯罪が発生しやすくなります。

　（割れ窓理論）

●事業者のCSR活動と連携して

　防犯活動を行う。

　防犯の基本理念である「自らの安全は自らが守る，地域の安全は地域で守る」に基づき，県民，

事業者，防犯団体など，地域が一体となって防犯活動を行うことで，犯罪の起きにくい環境づくり

を目指します。

照度，見通しの確保 犯罪被害対象への犯罪企図者の接近の防止

犯罪被害対象の防犯能力の向上

防犯設備の効果的な活用

地域住民等の連携の強化

防犯指針の活用方法

方向性方向性方向性方向性

1

2

1

2

基本的な５つの考え方基本的な５つの考え方基本的な５つの考え方

中が見えない

入りやすい 見えやすい 入りにくい

見えにくい

中が見えやすい

高木

NG

低木

視野視野

防犯

防犯パトロール
実施中

株式会社

企業による社会貢献活動（CSR活動）

柵を足がかりに2階に

よじ登られないよう注意！

見える

見えない






